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今回のご説明の概要（本流の流量減少） 

 

（１）はじめに 

・トンネル掘削中、西俣や千石から先進坑が導水路トンネルと貫通するまでの間は、西

俣、千石、椹島からそれぞれトンネル湧水を河川へ放流します。 

・各先進坑が導水路トンネルと貫通した以降は、導水路トンネルを流下し、椹島から大井

川へ放流することを計画しています。 

・トンネル湧水を椹島から大井川へ放流する状態になった場合については、椹島より上流

での流量減少が懸念されるため、椹島より上流（本流河川）の西俣、千石地点における

流量減少に対する具体的な保全措置、モニタリング計画について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １ トンネル湧水の河川への放流箇所、流量・水質等計測箇所位置図 

 

（２）基本的な回避・低減措置について 

・河川流量の減少の要因であるトンネル湧水量を低減するため、主要な断層とトンネルが

交差する箇所1において、薬液注入を実施します（薬液注入の詳細は 2025 年 11 月の第

18 回生物多様性専門部会 資料 4-1 参照）。 

                                                   
1 透水係数が 1.0E-6（m/s）以上の箇所を対象とすることを考えている 



 

２ 

 

・薬液注入を適切に実施するため、トンネル掘削前、掘削中において、高速長尺先進ボー

リングを実施し、地質や湧水の状況を確認します。 

・高速長尺先進ボーリングの結果、断層と想定される箇所や湧水量の変化が著しい箇所で

はコアボーリングを実施し、断層の位置や幅、透水係数を確認したうえでトンネル湧水

量の推定の見直しを行い、トンネル湧水量を低減するため、主要な断層とトンネルが交

差する箇所において、必要に応じて薬液注入を実施します。 

 

（３）トンネル掘削に伴う河川本流の流量減少の推定結果について 

・トンネル掘削に伴う河川本流への影響については、流量減少のみならず、トンネル湧水

を河川へ放流することによる水温、水質への影響も考慮し、総合的に考える必要がある

ため、椹島より上流における河川流量の予測地点は、トンネル湧水を河川へ放流する西

俣、千石地点としています。 

・両地点において、2025 年 2 月の第 15 回生物多様性専門部会、2025 年 8 月の第 17 回生

物多様性専門部会で示した方法に従い、トンネル掘削に伴う流量減少量が最も大きくな

る、トンネル掘削完了後恒常時について予測した結果を、表 １、表 ２に示します。 
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表 １トンネル掘削完了後恒常時の西俣での推定結果 
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表 ２トンネル掘削完了後恒常時の千石での推定結果 
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（４）水生生物への影響予測について 

 １）西俣地点について 

〇トンネル掘削に伴う河川本流の流量減少の推定結果について 

（平均的な流量について） 

・表 １のとおり、掘削前（実測）平均値と掘削後（推定）平均値を比較すると、どのモ

デルにおいても時期区分毎の流量はほとんど変化しないため、平均的には現状の流況2

が維持されると考えられます。 

（渇水期の流量について） 

・渇水期における流況が最も厳しい状況について考察するため、トンネル掘削後の河川

流量（推定）の最小値と、当社の計測結果のある 2015 年～2024 年に西俣地点で計測

された河川流量の中での最小流量（2019 年 11 月：0.14m3/s）（以降、計測期間最小流

量という）と比較しました。なお、今回、時期区分①（１月～３月：渇水期、積雪期）

の推定に使用した 2024 年は、当社の計測結果がある 2015 年～2024 年の中では、時

期区分①について、最も流量が少ない年でした。 

・その結果、薬液注入の効果を考慮しない場合の推定結果では、一部限られた期間にお

いて計測期間最小流量を下回るものの（表 １、下線箇所）、薬液注入の効果を考慮した

場合の推定結果では、計測期間最小流量と同等の流量となりました。 

・なお、移動性が少なく確認された場所の特徴を示す指標となる底生動物について、計

測期間最小流量を計測した 2019 年 11 月前後の生息状況調査の結果で確認された総種

数を比較したところ、2017 年 11 月は 22 種、2020 年 2 月は 21 種であり、総種数は

同程度であることから、計測期間最小流量と比較することは妥当であると考えていま

す。 

〇トンネル掘削に伴う水生生物への影響について 

・薬液注入の効果を考慮しない場合の推定結果では、平均的には現状の流況が維持され

ると考えられるものの、一部限られた期間では推定された最小値が計測期間最小流量

を下回るため、水生生物の生息・生育状況に影響を与える可能性があります。 

・薬液注入の効果を考慮した場合の推定結果では、平均的には現状の流況が維持される

こと、また、渇水期の中で最も厳しい状況についても既経験流量の範囲内であること

から、水生生物の生息・生育状況に与える影響は小さいと考えられます。 

 

 

 

 

                                                   
2 １年を通じた川の流量の特徴をさす 
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 ２）千石地点について 

・千石地点が含まれる田代ダムより下流の河川流量については、科学的根拠に基づき算

定され3、大井川水利流量調整協議会で合意した河川維持流量4に基づき、長年にわたり

管理されてきた経緯があります。 

・そこでまずは、田代ダムの取水地点より上流（以降、田代ダム地点という）においてト

ンネル掘削後恒常時に河川維持流量が確保されることを確認するため、2025 年 2 月の

第 15 回生物多様性専門部会、2025 年 8 月の第 17 回生物多様性専門部会で示した方

法に従い、田代ダム地点における河川流量の減少量を推定しました（表 ３）。 

・推定した結果、各時期区分において推定される最小流量であっても、どのモデルにお

いても田代ダム地点での河川維持流量は確保される結果となっていることから、田代

ダム地点においては、トンネル掘削完了後恒常時も、従来通り、水利権や河川維持流量

に基づく運用が行われると考えられ、現状の流況は維持されると考えられます。 

  

                                                   
3 田代ダム下流の複数の地点において、魚類の生息上必要な水量を月別に設定し、各地点の必要水量を流域面積によっ

て田代ダム地点の流量に換算し、その最大値を田代ダム下流地点の維持流量としている（期別に設定）（令和７年２月

第 16 回大井川水利流量調整協議会 資料４より） 
4 舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持、景

観、動植物の生息地又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保等を総合的に考慮し、維持すべきである

として定められた流量（正常流量検討の手引き（案）、国土交通省河川局河川環境課、平成 19 年 9 月） 
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表 ３トンネル掘削完了後恒常時の田代ダム地点での推定結果 
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・次に、田代ダム地点より下流で掘削するトンネルによって、田代ダム下流で河川流量

の減少が生じる可能性があることから、千石地点における予測結果を説明します。 

・千石地点では、河川流量の計測データが少ないため、西俣地点のように計測期間最小

流量との比較により、水生生物への影響について考察することが困難です。 

・そこで P.６で述べたとおり、トンネル掘削完了後恒常時においても従来通りのダム運

用（田代ダム下流には少なくとも河川維持流量が放流される）が行われるであろうこ

とを踏まえ、田代ダムにおける河川維持流量が適正であるか検証することを目的に大

井川水利流量調整協議会において設定されている、千石大橋地点（千石地点のごく近

傍）でのウグイ、イワナ、アマゴの移動・産卵に必要となる流量（以降、千石大橋での

必要流量という）を満たしているか否かによって、水生生物への影響を考察します。 

〇トンネル掘削に伴う河川本流の流量減少の推定結果について 

・千石地点におけるトンネル掘削後の河川流量（推定）と、千石大橋での必要流量を比較

した結果を表 ２に示します。 

・比較した結果、平均的な流量については、どのモデルの推定結果であっても、千石大橋

での必要流量を上回る結果となっています。 

・更に、最も厳しい状況について考察するため、時期区分別に推定される最小流量につ

いて、千石大橋での必要流量と比較した結果、薬液注入の効果を考慮していない「JR

東海モデル」での推定結果は、一部限られた期間において千石大橋での必要流量を下

回るものの（表 ２下線箇所）、「静岡市モデル（薬液注入なし）」や「静岡市モデル（薬

液注入あり）」の推定結果では、千石大橋での必要流量を上回る結果となっています。 

〇トンネル掘削に伴う水生生物への影響について 

・薬液注入の効果を考慮していない「JR 東海モデル」の推定結果では、平均的には現状

の流況が維持されると考えられるものの、一部限られた期間では推定された流量の最

小値が千石大橋での必要流量を下回るため、水生生物の生息・生育状況に影響を与え

る可能性があります。 

・薬液注入の効果を考慮していない「静岡市モデル（薬液注入なし）」の推定結果や薬液

注入の効果を考慮した「静岡市モデル（薬液注入あり）」の推定結果では、時期区分別

に推定された流量の平均値と最小値が、千石大橋での必要流量を上回る結果となって

いることから、水生生物の生息・生育状況に与える影響は小さいと推定されます5。 

 

 

  

                                                   
5 大井川水利流量調整協議会河川維持流量に関する調査結果（令和７年２月、大井川水利流量調整協議会）では、千

石大橋地点において必要水理量は満足していることも踏まえ、「魚類の生息環境は改善された状態が維持されてい

る」、「底生生物の生息環境は良好な状態が継続して保たれていると考えられる」と評価されている。 
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（５）モニタリングについて 

・トンネル掘削中、トンネル掘削完了後に亘り、放流直前のトンネル湧水量、放流箇所下

流の河川流量をモニタリングするとともに、トンネル湧水の放流箇所下流での水生生

物の生息・生育状況調査（四季）を実施することで、環境の変化や水生生物の生息・生

育状況の変化を確認します。 

・トンネル湧水量、放流箇所下流の河川流量のモニタリング結果については、月に１回

を基本として、水生生物の生息・生育状況調査の結果については、季節毎に、静岡県生

物多様性専門部会委員へ報告します。 

・各ヤード周辺における河川本流の流量変化に係るモニタリング計画を図 ２、図 ３に

示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２ 西俣ヤード周辺における河川流量の変化に係るモニタリング計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３ 千石ヤード周辺における河川流量の変化に係るモニタリング計画 
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（６）モニタリング結果を踏まえた影響の低減措置について 

・解析には不確実性が伴うこと、薬液注入の効果を考慮しない場合の推定結果では一部

限られた期間では水生生物への影響が生じる可能性があると推定されたことを踏まえ、

河川流量のモニタリング地点での流量計測の結果、西俣地点、千石地点で時期区分別

の計測期間最小流量（表 ４。西俣地点については 2015 年以降、千石地点については

2022 年以降の計測結果の中での最小流量。トンネル掘削開始前までの計測結果を踏ま

え、表 ４は更新される可能性がある。）を下回る場合には、現地の状況に応じて、椹島

のみではなく、西俣や千石からのトンネル湧水の放流も検討します。 

・検討にあたっては、トンネル湧水を西俣や千石から放流することに伴う本流河川の水

質や水温の変化も考慮したうえで、静岡県生物多様性専門部会委員の意見を踏まえ、

トンネル湧水の放流の実施可否を判断します。 

 

表 ４ 西俣、千石の時期区分別計測期間最小流量のまとめ 

 

 

 

 

 

（７）代償措置について 

・薬液注入の効果を考慮しない場合の推定結果では、河川流量の減少に伴い一部限られ

た期間では水生生物への影響が生じる可能性があると考えられ、こうした流量減少に

対しては西俣や千石からトンネル湧水を放流する対策を講じることが考えられますが、

この場合、河川本流への影響については、トンネル湧水を河川へ放流することによる

水温、水質への影響も考慮し総合的に考える必要があります。 

・特に水温の影響については、対話項目５（２）で合意したように、生物種毎に影響が生

じる水温や影響の程度が異なる上に、大井川源流域に生息する種が必要とする水温条

件に関する知見が不足していることから、事前に水生生物への影響の程度を予測する

ことは困難であり、現時点では、流量、水温、水質への影響を総合的に考慮した影響の

程度を予測することは困難です。 

・よって、河川本流への影響に対する代償措置については、工事中、工事完了後に亘り実

施する、河川流量、水温、水質や水生生物等のモニタリング結果に基づき、静岡県生物

多様性専門部会委員の意見も踏まえ、流況の変化によって生じた水生生物への影響の

程度を判断し、必要に応じて代償措置の見直しを行うことで対応していくことを考え

ています。 


